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書 評

TsuguhitoTakeuchi,0'と 」π 乃8」勉〃Coπ かπ砿5J酷o〃霧C8π加JA5∫ α.

(武 内 紹 人 『中 央 ア ジ ア 出 土 古 チ ベ ッ ト語 契 約 文 書 』)

坂尻 彰宏

本書は武内紹人氏が1994年1月 にインディアナ大学に提出された博士論文の

修正 ・増補版である.こ れまで,武 内氏は世界各地に点在する古チベット語文

書コレクションのほとんど全てを実際に訪ね,コ レクシ ョン中に現存する全て

の古チベ ット語契約文書 を採録 ・解読 ・分類 ・整理 し,そ の全体像を把握する

作業を続けてこられた.本 書 は,そ の成果 を基に書式の抽出,作 成年代の検

討,言 語学的 ・古文書学的特徴の分析,他 の中央アジア諸言語からの影響の考

察,古 チベ ット語契約文書の作成 された背景の解明を試みた最初の組織的研究

書であ り,テ キス トの転写,翻 訳,語 註のほか文献 目録,各 種索引,図 版 を備

えた一大資料集でもある.

中央チベット発見の碑文を除 くほとんど全ての古チベ ット語文書は,敦 焼,

ミーラーン,マ ザール=タ ークなどの河西回廊,東 トルキスタン各地で20世紀初

頭以後発見された写本,紙 片,木 簡などである.こ の文書群の年代は,吐 蕃王

国がこの地域に進出を試み始めた7世 紀から,吐 蕃王国によるパ ミール～西域

南道～河西回廊にわたる比較的安定 した支配が実現 した8世 紀半ば～9世 紀半
(1>

ばを経て,王 国崩壊後の10世 紀にまで及ぶ と推定されている.

(1)東 トル キ ス タ ン,河 西 回 廊 に お け る 吐 蕃 支 配 期 以 後 の チ ベ ッ ト語,チ ベ ッ ト文 字 の

使 用 に つ い て は 以 下 の 論 文 を 参 照 さ れ た い.G.Uray,"L'emploidutib6taindans且es

chanceneriesdesEtatsduKan-souetdcKhotanpost6rieurs註ladominationdb6taine."ノoμ ア〃α'

A吻 吻 肥269,1981,pp.81-90;G.Umy,　 NewContribudonstoTibetanDocumentsfromthe

post-TibetanTun-huang."ln:H.Uebach&LPanglung(eds.),η わθ葛απ∫砺4ごε5'Pアocθ θ4加g5

げ ∫加4'h∫ θ〃吻 α7げ ∫加 五4T3,M叩ich,1988,pp515-528;武 内 紹 人 「敦 煙 ・ トル キ ス タ ン

出 土 チ ベ ッ ト語 手 紙 文 書 の 研 究 序 説 」山 口 瑞 鳳(編)「 チ ベ ッ トの 仏 教 と 社 会j東 京,春

秋 社,1985,pp563-602;T.Takeuchi,"AGroupofOldTibetanLe㏄ersWhttenunderKuei-i-

chUn."A磁Or∫ εη`α磁 撫 〃8αア'cα44,1990,pp.175-190;高 田 時 雄 「五 姓 を 説 く敦 煙 資 料 」

r国 立 民 族 学 博 物 館 研 究 報 告 別 冊 」14,1991,pp.249.268.
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これらの文書群は公文書,私 文書,仏 典等の宗教文書などを多 く含み,そ の

形態や内容は当時の中央アジアの言語,歴 史,文 化に関して非常に示唆 に富む

ものである.

このうち本書で扱われる古チベット語契約文書 に関 しては,早 くに トーマス
(2)

(FW.Thomas)氏 の先駆的研究があ り,そ こで トーマス氏はスタイン文書中のい

くつかの古チベッ ト語契約文書を訳出している.た だ,そ の後の研究の進展 に

よりその訳には訂正すべ き点 も少なくない.ま た王尭 ・陳践の両氏,山 ロ瑞鳳
(3>

氏,そ して武内紹人氏自身によって,い くつかの翻訳,考 察が行われている.

しかし,本 書で試みられたような現存する全ての古チベ ット語契約文書の精査

に基づいた組織的研究はこれまで皆無であった.こ の意味で本書の公刊はまさ

に画期的なものであ り,古 チベ ット言語学 ・文献学は言 うに及ばず,社 会経済

史,法 制史などの分野にとっても大 きな福音であることは疑いない.

本書の構成は以下の通 りである.

第1部

第一章 古チベ ッ ト語契約文書 の分類

第二章 売買契約文書

第 三章 貸借 契約文書

第 四章 雇用契約文書

第五章 古チベ ッ ト語契約文書 の特徴 とその社 会的背景

第1部

テキス ト編,文 献 目録,索 引,図 版

(2)FW.Thomas,77わ ε'α〃乙ぎ'θrα弓7τθκ'5αη4Doc解 那8〃 広∫coπcεr伽gC雇 配 ∫87レ κε5燃,voL2,

London,1951.

(3)王 尭 ・陳 践 「敦 捏 吐 蕃 文 献 選 」成 都,四 川 民 族 出 版 社,1983;山 口 瑞 鳳 「チ ベ ッ ト語

文 献 一 仏 教 関 係 以 外 の 諸 文 献 一:五,私 文 書 」同(編)「 講 座 敦 煤6:敦 煙 胡 語 文 献 」東

京,大 東 出 版 社,lg85,pp505-510;武 内 紹 人 「中 央 ア ジ ア 出 土 古 チ ベ ッ ト語 家 畜 売 買 文

書 」『内 陸 ア ジ ア 言 語 の 研 究 」5,1990,pp,33-67;T.Takcuchi,`℃ntheOldTibc㎞Sale

Contracts."In:S.IharaandZYamaguchi(eds.),7め8広 απ∫∫π4'ε∫/ハセ廓 α1989,Narita,1992,

pp,773-792;T.Takeuch孟,``OldTibctanLQanContracts."M8〃zoごr50ゾ 漉 εRθ58α7cゐ

Z)印 α以〃躍π'{～μん67遼yoβ 〃〃疋051,1993,PP.25-83;T.Takeuchi,`T1πeeOldTibe蜘1Co11㎞acts

inthoHedinCollection."B〃'8∫ ごηqμ 加 ∫cゐoo'Or∫ θπ`α'伽44か ごcαπ∫'〃4'8∫57-3,pp576-587.
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第1部 は本書の主文とも言うべきものである.こ こでは,現 存する全ての古

チベット語契約文書の全体像が示 され,そ の書式の割 り出し,特 徴の分析,社

会背景の解明が試みられている.

第H部 のテキス ト編にはそれぞれの文書の概観(寸法,紙 質,残 存状態など),

テキストのアルファベット転写,テ キス ト註,翻 訳,語 註が付されている.な お

第1部 に引用された翻訳は第1部 の翻訳に基づいている.た だし第H部 の翻訳

の方がより逐語的であ り,改 行 もよりチベット語の原文に忠実である.ま た,

古チベッ ト語契約文書のテキス トの後に,比 較の材料 として中央アジア出土の

漢文契約文書が二件採録されてお り,そ の翻訳が付 されている.さ らに,文 献

目録 全てのテキス トのアルファベ ット転写を各音節 ごとにアルファベッ ト順

に配列 した9430項 目にも及ぶ音節索引,チ ベ ット語の重要語句を採録 したチ

ベット語句索引,非 チベ ット語を採る一般索引の3種 類の索引を備え,ま た巻

末の図版にはテキス ト編の全ての契約文書の写真複製を収録 している.

以下に第1部 の各章について簡単 に紹介 したい.

第一章では現存する全ての契約文書を主題別に分類 した上で,そ の総数,現

在の所蔵場所,出 土地,推 定される作成年代が四つの表にまとめ られている.

これらの表によって現時点での古チベッ ト語契約文書の全体像が容易に把握 し

うる.ま た,こ こに示されたデータは武内氏の世界を股に掛けた10年 にも及ぶ

地道な調査の成果であ り,そ の努力と情熱には敬意を払わずにはいられない.

本書に収められた58件 の古チベット語契約文書の内訳は以下の通 りである,

売買契約文書…10件

貸借契約文書…25件

雇用契約文書…6件

未詳の契約文書,断 片,草 稿…17件

遺存の偶然性は考慮すべきであるが,古 チベ ット語契約文書の量的分布 を

一 目で知 ることが出来る.な お,未 詳の契約文書,断 片,草 稿の ものの多 く

は,文 書の破損が著しく,未 解の表現を含む難解なテキス トも少な くない.し
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かし,武 内氏は本書で抽出した書式を援用 してそれぞれのテキス トの分類 を試

みている.そ れによれば全17件 のテキス トは,売 買契約文書5件,貸 借契約文

書ll件,保 釈契約文書1件 に分けられる.

また,こ れ らの古チベ ット語契約文書は現在,ペ リオ=コ レクション(パリ),

スタイン=コ レクシ ョン(ロ ンドン),ヘ ディン=コ レクション(ス トックホル

ム),コ ズロフ=コ レクション ・ペ トロフスキー=コ レクシ ョン(サ ンク ト=ペテ

ルブルグ),大 谷コレクション(京 都),ド イツ=コ レクション(ベ ルリン)の 各

コレクシ ョンに所蔵されている.な お,全 テキス トのうち51件 がペリオ ・スタ

インの二つのコレクシ ョンの ものである.

各文書の出土地は,敦 煙38件,ミ ーラーン10件,マ ザール=タ ーク5件,ド モ

コ4件,カ ダリク1件,ト ゥルファン2件 である.敦 煙出土の ものが最:も多

く,西 域北道からの出土は トゥルファンの2件 のみである.

古チベ ット語契約文書の日付は,十 二支のみ,あ るいは「十二支+軍 管区会議

の場所とその招集者」の組み合わせによって表現 される.こ のため正確な年代比

定は困難である。 しか し,武 内氏は各文書の内容などの詳細な検討によって,

より蓋然性の高い日付を割 り出している.そ れによれば,ほ とんどの文書の作

成年代は9世 紀の前半に集中 している.

第二,第 三,第 四章 は,そ れぞれ売買契約文書,貸 借契約文書,雇 用契約文

書の書式の抽出を目的としている.

まず,第 二章の売買契約文書は,売 買物件の違いから家畜売買契約文書(5

件),人 身売買契約文書(2件),不 動産売買契約文書(3件)に 分かれる.こ れ

らの売買契約文書の書式の要素のうち主なものは以下の通 りである.

① 日付 十二支のみか「十二支+軍 管区会議の場所 とその招集者」の組み合

わせ.

②買主 漢人,コ ータン人官吏など.

③売主 漢人,チ ベット人僧侶,漢 人僧侶,吐 谷渾系('A-zha)の 人物,安

姓の客商など.
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④売買物件 牡牛,牝 牛,馬,男 奴隷,女 子,土 地 ・家屋,家 屋など.

⑤代価 穀物か4〃雄.示 されないこともある.家 畜と人間の代価に頻出す

る4㎜ 耽が何 を指すかについては未だ成案はない.た だ,武 内氏は同時

代の漢文出土文書に示 された家畜や人間の価格 との比較 から,新 たに

「1∫7硯8の4㎜r=銅 銭iooo枚 」とする仮説を提示 している.

⑥売買物件の形態的特徴 馬や牛の場合は体毛の色 生え方,模 様,あ る

いは角の形で,人 間の場合は出身の家系や年齢によって表わされる.

⑦第三者追奪担保文言 概ねは等倍代償責務 ただ,売 買婚文書(text7)で

は二倍.

⑧保証人 売主の弟や,売 主 と同 じ千戸部落の人物である場合がある.

⑨違約罰 伽 αrや穀物による賠償.ま れに杖(鞭)打 刑のような公的罰

(textl)も 言及されている.

⑩証人(立会人)チ ベ ット人官吏,チ ベ ット人僧侶,漢 人,コ ータン人な

ど.チ ベッ ト人官吏の中にはかなりの高官(r孟5ε一η'8)も姿を見せている

(肥xt6).

書式の他 には,人 身売買契約文書中に含まれる売買婚文書(text7)が 注 目に

値する.ま た,土 地 ・家屋売買文書において土地と家屋 とのそれぞれの代価が

別々の人物に支払われ,代 価の分割払いが行われている点 も興味深い.

次の第三章の貸借契約文書は,借 用物件によって小物 ・日用品などの貸借契

約文書(6件),家 畜貸借契約文書(1件),穀 物貸借契約文書(18件)に 分かれ

る.ま た,穀 物貸借契約文書はさらに,純 粋な二者間の契約の形を取るもの(8

件),寺 院の穀物庫から複数の借主への貸付元帳(7件),返 済の領収書(3件)

に分類 される.こ れらの貸借契約文書の書式の要素のうち主なものは以下の通

りである.

①日付 ほとんど十二支のみで表わされる.「十二支+軍 管区会議の場所 と

その招集者」のタイプは例外的(text15の み).日 付を欠 く場合 も少な く

ない.
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②貸主 漢人,漢 人書記,漢 人僧侶,ス ンパ系(Sum-pa)の 人物,チ ベット

人官吏,寺 院の穀物庫,公 の穀物庫など.

③借主 漢人,漢 人書記,漢 人紙漉 き職人,漢 人僧侶,チ ベット人官吏,

チベ ット人僧侶のほか通頬系(Mthong一 ㎞yab),ス ンパ系(Sum-pa),ト

ルコ系(Dru-gu),イ ラン系(Sog-po),多 彌系(Da-myi),モ ンゴル系

(Khe-rgad)な どの非チベ ット人や非漢人 も少なくない.ま た,チ ベット

人や漢入の僧侶の中にはかなりの高僧(η批勿π一po)も含まれている.帰 義

軍期まで活躍 した呉洪辮はその一人である.

④貸借物件 紙 ・布,ナ イフ,紙 棉花,絹 布,茶 碗,牝 馬,小 麦 ・大

麦,小 麦,大 麦,豆,黍,穀 物(種類不明)な ど,穀 物類では小麦 と大麦

とが大半を占める.

⑤返済期 日 ほとんどの場合明記 されている.穀 物貸借契約文書では収穫

期に当たる秋の第二の月(8月)の 中旬(13日,15日 など)に 集中してい

る.返 済期 日は省略されることもある.

⑥返済期日に違背 した場合 ほとんどの場合返済額が倍額になる.同 時に

担保の没収が行われることもある.ま れに杖(鞭)打 刑のような公的罰

(textl3)が 科 される例 もある.

⑦保証 契約不履行の借主の財産が没収される.こ の没収は債権者自身に

よって,あ るいは特別に組織された一種の債務履行委員会によっておこ

なわれたようである。保証人が立てられる場合 もあ り,穀 物貸借契約文

書のうち純粋な二者間の契約の形を取るものでは妻子などの近親が指名

されている例が多い,

⑧証人(立 会人〉 漢人,漢 人書記,漢 人僧侶,コ ータン人官吏,ス ンパ系

(Sum-pa)の 人物など.売 買文書とは異なりチベット人官吏はほとんど現

われない.

テキス トの内容で特 に印象的な事例としては,ま ず,敦 燵在住の漢人書記の

日常生活を伺わせるい くつかの契約(textll,12,13)が ある.ま た,黍 などの貸
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借に関する一連の契約(text27)か らは,瓜 州軍管区の監査官の来訪 に際 して

は,敦 煙の住民,チ ベット人官吏,寺 院などが,彼 のために宴会用の飲み物,

あるいはその材料を供出する義務 を負っていたことが見て取れ,監 査官の来訪

が敦焼社会における大事件であったことが伺える.文 書の外観では,契 約の清

算を表示する斜線や直線が契約文書の上に引かれている例(text25,27～32)が

興味深い.こ の方法による契約の清算の表示の習慣は,領 収書文書(text33～

35)末 の「貸借契約文書には線が引かれた」という表現にも見 ることが出来る.

第四章の雇用契約文書は,仕 事の内容によって運送(2件),兵 役(1件),農

作業(2件),奉 公(1件)に 分けられる.そ の書式の要素のうち主なものは以下

の通 りである.

① 日付 全て十二支のみで表わされる.

②使用者 漢人,コ ータン人,漢 人僧侶,コ ータン人官吏など.

③労務者 漢人,コ ータン人など.

④仕事の内容 穀物税の瓜州への運送,3か 月間の運送の夫役,兵 役,大

麦の刈 り入れ,農 地の梨耕,1年 間の奉公.

⑤報酬 黍,大 麦,棉 布,葡 萄酒,収 穫の半分,日 々の食料の供給と労務

者に科 される夫役や税の代行.報 酬の支払い方法といては,契 約の時点

でその一部を支払い仕事の完了後に残 りを支払う場合,仕 事の完了後に

一括 して支払われる場合
,食 料の供給のように必要に応 じて支払われる

場合がある.

⑥保証人 たいていの場合省略されている。

⑦違約罰 報酬の半分あるいは等倍の賠償 と二倍の賠償 との二つのタイプ

がある.前 者は売買文書の表現に近 く,後 者は貸借文書の表現に近い.

⑧証人(立会人)漢 人,コ ータン人など.チ ベ ット人官吏の名は現われな

い.

雇用契約文書のうち兵役の代行を約 したもの(text38)は,全 ての古チベ ット

語契約文書中で最 も古い ものの一つであり,そ の諸特徴 により貸借文書から十
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分に分化する以前のものである可能性が指摘されている.

最後の第五章では先行する四つの章や第H部 のテキス ト編で得 られたデータ

を基に,様 々な角度から分析がなされている.第 五章の構成は以下の通 りであ

る.

第一節 古チベット語契約文書書式

第二節 印章と署名

第三節 漢文契約文書書式との比較

第四節 古チベット語契約文書書式の形成過程

第五節 古チベット語契約文書の性質

第六節 古チベット語契約文書を使用した民族集団

第七節 結語

次に各節の内容を簡単に紹介 したい.

第一節:第 二～四章で抽出された売買契約文書,貸 借契約文書,雇 用契約文

書の各書式が改めて列挙 される.

第二節:古 チベット語契約文書に証拠力を与える手段 としては①私印 仙8-

7gyα),② 書指(磁z㍑ わ一〃砂一'51鷹1,5呪8-y'8イ51繊1」α8-yご8一試∫1泌),③ 漢字による署

名,④ 花押(中 国式:α わ一dzkChin.押 字;コ ータン式:αた5αrα)が挙げられる,

①私印は直径1.4～2.2cmの 朱の円印であ り,そ の印面には印の所有者の名前

や動物,花 などの線画が陽刻されている.こ の私印は主にチベッ ト人官吏や一

部の漢人たちによって使用されたようである.武 内氏はこのような私印を,西

アジア世界や中国からの影響を受けて生み出されたチベ ット独特のものとして

捉えている.ま た氏は漢文契約文書に現われる同様の朱円印に関して,そ れら

が吐蕃支配期の敦煙で作成された漢文契約文書に限られることから,む しろ古

チベット語契約文書から漢文契約文書への影響である可能性を指摘 している.

なお,武 内氏はスタイン=コ レクション中の出土遺物を調査 した結果,ミ ーラン

出土の角製印章が,文 書の捺印に使用されたもの と同じタイプのものであるこ

とを明らかにしている.

②書指は,文 字の書 けない人々が自署の代わりに自己の指の寸法や関節を印

(146)



したもので,漢 文契約文書 よりチベットを含む中央アジア ・東アジア世界に広

く流布 した習慣である.た だ,古 チベット語契約文書中の三種類の垂指のうち

躍8ヅ8紹 加4と1α8-y'8一孟∫鰯 との二つは 「指の寸法+自 署(チ ベ ット文字によ

る)」の形を取 り,テ キス ト中に見える 「私印(5μ8-7gyα)を所有していないので

書指(∫麗8-y`8一孟3ん蜴)を印す」という表現からも窺えるように,自 署の代 わりとい

うよりむしろ私印と同等の証拠力を有する自署 としての役割が強 く,か なりチ

ベ ット化 された形式であるとされる.ま た,武 内氏はチベ ット式豊指(5μ8-y妊

孟5加4)が吐蕃支配期の敦煙で作成された漢文契約文書の中で,漢 人と見られる

人物によって使用 されていた例 も指摘 している.な お,氏 によればこの三種類

の壼指はその使用において厳格な区別なかったようである.

③漢字による署名は,漢 人の僧侶や書記のような漢字 を記す能力を持った一

部の人々限られており,あ まり一般的な手段ではなかったことが指摘 されてい

る.

④花押 は,ま れに使用例が現われるものの中国式,コ ータン式ともに各々一

部の漢人,コ ータン人によって使用 されるに止まり,広 く用いられた方法では

なっかたと見られている.

第三節:古 チベット語契約文書 と漢文契約文書 との書式の比較から古チベッ

ト語契約文書の書式は,ほ ぼ同時代 ・同地域のものである敦煙出土の9・10世

紀の漢文契約文書の書式よりも,む しろ トゥルファン出土の7・8世 紀の漢文

契約文書の書式に多 くの類似点を有 していることが指摘 されている.こ のこと

は古チベット語契約文書の書式が8世 紀以前の漢文契約文書の書式に強い影響

を受けていることを示 している.

第四節:第 三節の分析の結果を受けて,武 内氏は古チベット語契約文書の書

式は,お そらく7・8世 紀の間に漢文契約文書の書式の影響下で発生し,9世

紀の初頭 にはすでに十分に確立 していたと推定 している.ま た,氏 は書式の伝

播が行 われた場所 として唐 と吐蕃が交互に支配 したコータン地方 を候補 に挙げ

ている.
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第五節:古 チベット語契約文書の法学上の性質 として,武 内氏はウイグル文

契約文書や,9・10世 紀の漢文契約文書の持つ「私」的性質に比べ,多 分に「公」

的性質を持つ ものであると想定 している.た だし「私」,「公」の法学的な詳 しい

解釈はなされていない.こ れはむしろ,法 学あるいは法制史学の専門家の今後

取 り組むべ き課題 として残されたものであろう.

第六節:古 チベット語契約文書中に見える全人物の姓名,称 号,そ の人物が

テキス トの中で果たす役割,テ キス ト番号,姓 名の構造を列挙 した一覧表が作

成されてお り参照に便利である.武 内氏は契約文書中に現われる人物をその称

号,姓,部 族名によって次のように分類 している.

A.チ ベ ット系:吐 蕃のチベ ット人官吏たちであり,主 に軍管区会議の招

集者,証 人(立会人),債 務者の主人などとして現われる.彼 らが契約 に

直接かかわることはまれである.

B.漢 人系:こ のタイプはさらに①漢語の名前,② チベット語の名前,③

チベット語 と漢語 との混合 した名前の三種類に分けられる.こ のうち②

と③ とは,吐 蕃の敦煙支配期の後半に特徴的なもので年代比定の重要な

目安の一つである.Bタ イプの人物はいずれ も敦煙の漢人住民であると

思われる.契 約の当事者として最 も多 く現われるのはこのタイプの人々

である.

C.僧 侶系:チ ベ ット語の僧侶の称号 と漢語あるいはチベ ット語の法名 を

持つ.彼 らは敦煙在住の漢人 ・チベット人僧侶であると思われ,様 々な

文書に当事者として現われる.

D.非 チベ ット・非漢人系 二部族名 とチベ ット語ないしチベ ット化 された

名前 を持つ.部 族名は 吐谷渾系('A-zha),通 頬系(Mthong一 ㎞yab),ス

ンパ系(Sum-pa),ト ルコ系(Dru-gu),イ ラン系(Sog-po),多 彌系(Da-

myi),モ ンゴル系(Khe-rgad),タ ングー ト系(Myi-nyag)と 多様であ

る.彼 らはみな河西から西域南道にかけて居住 していた人々であると思

われ,契 約の当事者,証 人などの様々な役割を担っている.
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E.未 詳,不 明

このような分析から武内氏は,古 チベット語契約文書中に当事者(売 主,買

主,債 務者,債 権者,使 用者,労 務者,保 証人など)と して現われる人々,つ ま

り古チベ ット語契約文書の使用者は,そ のほとんどが東 トルキスタンや河西に

居住 した漢人などの非チベット人たちであることを指摘 している.ま た,氏 は

本書で言及された非チベ ット人による古チベ ット語契約文書の使用,チ ベット

文字による自署,非 チベ ット人のチベ ット語ないしチベ ット語 化した名前の所

持といった事例に特に注 目している.そ れはこのような事例が,吐 蕃による8

世紀末～9世 紀半ばの約60年 以上 にわたる長い支配の結果,チ ベ ッ ト語やチ

ベット文字が東 トルキスタンや河西の非チベ ット人たちの間に浸透 していたと

いう社会状況を強 く反映 しているからである.な お,古 チベット語契約文書書

式が9世 紀の初頭にはすでに十分に確立 していたと考えられ,そ してそれが吐

蕃の支配地域に広 く分布 している事実から,武 内氏はこの書式が中央チベット

においても同様に使用されていた可能性が高いことにも言及 している.

さて,本 書の最大の貢献は世界中に散在する古チベ ット語契約文書を可能な

限り網羅 し,断 片的かつ判読の容易でない古チベ ット語の原文を解読 し,現 段

階で最 も信頼の置ける英文翻訳を行い,写 真複製図版 と共に提供 した点にあ

る.ま た,本 書の完成は独 り古チベット言語学 ・文献学の研究成果に依 るばか
(4)(5)

りでなく,中 央アジア出土の漢文契約文書やウイグル文契約文書の豊富な研究

蓄積を武内氏が鋭意吸収 した結果である.そ の意味で本書はその成立の過程か

らして十分に比較言語学的あるいは比較法制史的視点を備えていたといえる.

(4)近 年 の ま と ま っ た研 究 成 果 として は 以下 の もの が あ る.T.YamamotoandO。Ikeda

(eds.),Z配 〃一加 απ8απ471κ吻 πDoc翼 配επ'3coηc〃 π加8∫oc∫α'α〃4Ecoπo醒 ∫c伍 ∫'07yIII,

Contracts,(A)Introduchonandtexts,(B)Plates,Tokyo,1987;唐 耕 縞 ・陸 宏 基(編)「 敦 燈

社 会 経 済 文 献 真 蹟 釈 録 」2,全 国図 書 館 文 献 縮 微 複 製 中 心 ・古 侠 小 説 会,1990.

(5)最 新 の ウ イ グ ル文 契 約 文 書 の 研 究 成 果 を取 り込 ん だ 決定 版 と して は次 の 著 作 が あ げ

られ る.山 田信 夫(著)小 田壽 典 ・P.ツ ィー メ ・梅 村 坦 ・森 安 孝 夫(編)「 ウ イ グ ル 文 契

約 文 書 集 成jHII,大 阪,大 阪大 学 出 版 会,1993.
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そして,こ こで得 られた潤沢なデータは,漢 文 ・ウイグル文契約文書の研究か

ら得 られた恩恵に報いて余 りあるものである.

今後は本書の研究成果を十分に生かし,文 献学者はもとより,広 く中央アジ

アをフィール ドとする文化史 ・社会経済史 ・比較法制史などの研究者によって

さらに研究を深化 させてい くことが望 まれる.そ してその際には必ず,本 誌第

四号に発表 されたソグ ド文契約文書関係の論文において吉田豊 ・森安孝夫の両
(6)

氏が提唱 し,本 書の武内氏も配慮 しているように,漢 文,ウ イグル文に止まら

ずその他の中央アジア出土の諸言語(ソ グド文,カ ロシュティー文,コ ータン

文,ト ゥムシュク文,カ ラハン朝 トルコ文,ア ラビア文,ペ ルシア文,西 夏

文,モ ンゴル文など)による契約文書 までも広 く視野に収め,相 互間の影響に絶

えず留意する姿勢が求められる.

(東京,大 蔵 出 版,1995年2月,B5版,xl+515p.,+60pls.,12000円)

(6)吉 田豊 ・森安 孝夫 ・新蟹維吾爾 自治区博物館 「麹氏 高昌国時代 ソグ ド文女奴隷売買

文書」「内陸アジア言語の研 究」4,1988,pp33-37.な お,同 論文末の文献 目録 も併せて

参照すべ きである.
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